
平成22年度第８回 税制調査会議事録 

日 時：平成22年11月９日（火）17時30分～ 

場 所：合同庁舎４号館11Ｆ 共用第１特別会議室 

 

○五十嵐財務副大臣 

 ただいまから第８回「税制調査会」を開催いたします。 

 本日は、主要事項の個人所得課税のうち、金融所得課税以外の部分について審議を行い、

その後、生保年金及び専門家委員会による国際課税に関する論点整理について報告を受ける

こととしております。その後、環境関連税制について審議を行います。 

（カメラ退室） 

○五十嵐財務副大臣 

 会長、会長代行は、この後、遅れて入られます。 

 まず、主要事項の審議に入る前に、民主党において租税特別措置、税負担軽減措置等に係

る重点要望についてとりまとめが行われたとのことですので、税制改正プロジェクトチーム

の中野寛成座長より御報告をお願い申し上げます。 

○中野民主党税制改正ＰＴ座長 

 民主党税制改正ＰＴ座長をいたしております、中野寛成でございます。 

 これまで民主党は、租税特別措置、租特は租税歳出、つまり、税収を減ずる租特は、財政

負担の増加という意味では、歳出と全く同様であると指摘し、その上で、特定の業界や一部

の企業のみが恩恵に浴していると思われる、延長要望や官僚の権限や仕事を保持するため、

あるいは組織の維持存続を図るためとしか考えられない延長要望が数多くあるという問題点

を指摘してまいりました。 

 そして、2009 年の衆議院選挙マニフェストでも、効果の不明なもの、役割を終えた租税特

別措置は廃止することを公約いたしました。それらを受けて、政府税調でも議論が行われ、

昨年末の大綱により、一定程度の租特の整理が行われ、本年３月には、租特透明化法が成立

したと承知をいたしております。 

 本年８月に立ち上がった、民主党税制改正ＰＴでは、民主党のこれまでの議論を踏まえつ

つ、私なりの方針を提起いたしまして、第１に歴史的使命を果たし終えた措置は、相応の決

意をもって廃止・縮減しなければならない。 

 第２に、新たに経済成長や雇用増に大いに寄与する措置は、納税者の納得を得つつ、果断

に実施すべきである。 

 第３に、以上の措置は時期を逸することのないよう適宜適切に対応していくべきであると

の基本方針を示し、議論を行ってまいりました。それら基本方針の下、侃々諤々の議論を行

ってまいりました。 

 結果、お手元にお配りをいたしております、11 月８日付の民主党税制改正ＰＴの要旨がご

ざいますが、重点要望としては、航空機燃料税の引下げ、海洋分野の成長戦略推進税制、新
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築住宅等に係る固定資産税の減額措置、農林漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の特例措置の

延長など９点。 

 政府に見直しを求める事項も、地震防災対策用資産の取得に関する税制上の特例措置、特

定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の

税率の軽減、生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度、公害防止用

設備に係る特別償却制度、療養病床の転換に係る特別償却制度、肉用牛の売却による所得に

対する住民税、所得税、法人税の課税の特例措置など９点とりまとめを行うに至りました。 

 ここに一言付言を申しておきたいと思いますが、見直しを求める事項と表記をいたしまし

たが、廃止を求めるという表現をするかということで議論をいたしましたが、廃止といいま

しても、もはや租特では効果がなく、別途の予算助成措置に切り替えるべきものも含まれる

ことを申し上げておかなければならないと思います。もはや利益も上がらず、減税措置では

救いようがない。むしろ、転業、転職支援なども含めて、新たな時代の変遷の下に産業構造

の転換的支援措置が必要な分野がかなり多い。その過程の中にあって、現在、その適用数が

極端に少なくなっているもの等も見受けられるわけでありますので、そのことをここで特に

付言をさせていただきたいと思います。 

 本重点要望には、多くの会派所属議員による活発な議論が反映されております。政府税制

調査会の皆様におかれては、このたびのとりまとめを是非真剣に受けとめていただきたいと

思います。 

 既に当ＰＴは、所得税、法人税、地球温暖化対策税、社会保障税共通番号制度など、主要

事項について議論を始めております。これらについては、11 月末には提言をまとめる予定で

あります。 

 以上、御報告申し上げます。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございました。これまでの民主党における税制に関する議論を総括するような

とりまとめをいただきました。 

 ＰＴ座長としてとりまとめに当たられた中野座長におかれましては、大変な御苦労があっ

たことと推察をいたしますが、これを国民の声を代表する国会議員の声として真摯に受けと

め、政府税調において検討を進めてまいりたいと思います。 

 私の方から１点だけ、見直しと検討、再検討というのがありますが、これは違いが何かご

ざいますか。 

○中野民主党税制改正ＰＴ座長 

 再検討の場合、見直しについては、文字どおり廃止も含め、かつまた別途の支援措置も含

めて基本的に見直しをしていただきたいということであります。 

 なお、今後、検討を求める事項ということで、国際連帯税、それから社会保険診療報酬の

所得計算の特例、この２点を挙げておりますが、これにつきましては、なお、今、急に決め

なければいけないというテーマよりも、若干の時間的ゆとりがあるものというふうに考え、
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この２点は、前向きの御検討をお願いしたいと思います。 

○五十嵐財務副大臣 

 了解いたしました。誠にありがとうございました。 

 それでは、個人所得課税に移ります。まず、個人所得課税については、尾立政務官、逢坂

政務官、よろしくお願い申し上げます。 

○尾立財務大臣政務官 

 23 年度税制改正の議論に当たり、本日は、私から所得税に関する見直しの視点を税調に御

提示しますので、議論を開始していただきたいと思います。 

 所得税の見直しの項目としては、お手元にお配りをしております資料１「個人所得税（所

得税）【見直しの視点】」を御覧いただきたいと思いますが、１枚おめくりをいただきまし

た目次のとおり、本日は所得再分配機能、給与所得控除、成年扶養控除、配偶者控除につい

て御議論いただきたいと思います。 

 なお、金融証券税制については、次回御議論いただく予定です。つきましては、各項目に

ついて、私の御提示する見直しの視点の背景となる事実関係等について、資料２に基づき事

務方から説明させ、私から資料１により見直しの視点を説明させていただくことといたしま

す。 

 それでは、まず、所得再分配機能に関する事実関係等について事務方から説明させます。 

○藤井税制第一課長 

 財務省税制第一課長の藤井でございます。右肩に資料２と書いてある資料によりまして、

まず、所得再分配機能に関する事実関係等について御説明申し上げます。 

 資料２の２ページを御覧ください。所得再分配機能につきましては、22 年度税制改正大綱

におきまして「累進構造を回復させる改革を行って所得再分配機能を取り戻す必要がありま

す」と記されております。 

 ３ページで、所得税・住民税の税率構造の変化を示しております。昭和 61 年から現在に至

るまで、税率構造の累進緩和が御覧のグラフのようになされてきております。 

 平成２年と現在の税率構造を比べますと、給与収入 1,000 万円程度から税率構造のフラッ

ト化が顕著になっていることが見て取れるところでございます。 

 続きまして、４ページでございます。この間の給与収入の分布を示しているグラフでござ

います。 

 給与収入ごとに色分けしたグラフで、その分布を示しております。御覧のように、平成９

年までは平均給与は上昇しておりまして、高所得者の割合が増加しております。 

 これに対して、平成９年以降は、平均給与が低下し、高所得者の割合が減少しております。

平成 20 年では、平成２年と大体同水準に戻っているところでございます。 

 この間の税率構造の変化といたしまして、平成７年に税率構造の大幅なフラット化がなさ

れております。 

 更に、平成 11 年に最高税率の引下げがなされ、累進構造の緩和が進展しているところでご
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ざいます。 

 所得構造が平成２年当時に戻っているにもかかわらず、税率構造は大幅にフラット化した

ままとなっておりまして、これが所得の再分配水準が低下している状況を示しております。 

 続きまして、５ページでございます。主要国の所得税などの最高税率を示しておるもので

ございます。日本は、所得税と住民税を合わせまして 50％でございます。アメリカ等、網か

け部分を御覧いただきますと、おおむね 50％に近い水準ということでございます。 

 なお、所得税の最高税率につきましては、ドイツでは 2007 年、イギリスでは 2010 年に引

上げがなされております。 

 アメリカ、フランスでも、現在、引上げを検討中というところでございます。 

 所得再分配機能に関しては、以上でございます。 

○尾立財務大臣政務官 

 所得再分配機能に関する見直しの視点について、私から御説明します。資料１にお戻りく

ださい。１ページ目を御覧ください。 

 個人所得課税については、22 年度税制改正大綱において、累進構造を回復させる改革を行

って、所得再分配機能を取り戻す必要があるとされており、税率構造や諸控除の見直しに取

り組むことが必要ではないかと考えられます。 

 また、専門家委員会の議論の中間的な整理においては、税体系上、所得税と消費税は車の

両輪としてそれぞれの役割を担うべきであると指摘されておりまして、税制抜本改革との関

係も考えながら、23 年度税制改正において、税率構造の見直しや諸控除の見直しについてど

こまで行うか検討していく必要があるのではないかと考えられます。 

 ３点目でございますが、所得格差の拡大等に対し、これまで税制面で十分な対応が取られ

てこなかったことを踏まえ、22 年度税制改正において、所得控除から手当へとの考え方の下

で、扶養控除の見直しに着手していますが、引き続き、23 年度税制改正において、どのよう

な見直しが必要かということが論点として挙げられます。 

 引き続き、２点目の論点でございます。給与所得控除に関する事実関係等について、事務

方から説明させます。 

○藤井税制第一課長 

 資料２に戻っていただきまして、６ページでございます。 

 給与所得控除に関します、22年度税制改正大綱では３点述べられております。第１点目は、

給与所得控除には上限がないということから、上限を設けるなどの見直しが必要という点で

ございます。 

 ２番目は、その見直しと併せ、特定支出控除の対象範囲を拡大することにより、給与所得

者にとって使いやすい制度にすることを検討するとされております。 

 ３点目は、いわゆる一人オーナーに関する点でございまして、個人事業主との課税の不均

衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的措置を 23 年度税制改正で講ずることと

されております。 
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 ７ページを御覧ください。給与所得控除制度の概要でございます。 

 給与所得控除は、このグラフのように給与収入の増加に伴って増加していくという仕組み

となっております。給与総額全体に対する控除の割合は、約３割、57 兆円が控除されており

ます。その特徴として上限がないということが特徴となっております。 

 ８ページを御覧ください。給与所得者 4,587 万人の状況をグラフでお示ししたものでござ

います。 

 給与所得者の分布は、御覧のように 200 万円～400 万円のところが最も多くて 33.3％の方

が入っておられます。1,000 万円超の方は 4.9％、1,500 万円超の方は 1.3％でございます。 

 グラフの下の方に、様々な平均給与の金額を記しておりますが、給与所得者全体の平均給

与は 430 万円でございます。 

 続きまして、９ページで、こういう給与所得者を対象といたしました概算控除の国際比較

でございます。 

 グラフを見ていただきますと、アメリカ、ドイツは、それぞれ一定の水準で定額制でござ

います。 

 フランスにつきましては、給与収入に比例して増加いたしますが、2,000 万円を超えたと

ころで頭打ちでございます。 

 これに対しまして、日本の概算控除の水準は、ボリュームにおいて非常に大きく、かつ上

限がないというのが特徴になっております。 

 続きまして、10 ページで、実際の勤労世帯におけます給与所得者の勤務に関連する経費で

はないかと指摘される支出を示したものでございます。これは家計調査から取ったものでご

ざいますが、平均支出は、全体で 36.3 万円でございます。年間収入最上位階級の平均支出で

は 60.6 万円となっております。その支出の収入に占める割合、過去、昭和 48 年から並べて

おりますが、大体６～10％程度となっているところでございます。 

 続きまして、11 ページで特定支出控除の概要をお示ししております。 

 特定支出控除は、その特定支出、そこの表にございます通勤費など、特定、限定された支

出でございますが、これらの額が給与所得控除を超える場合に、その超える部分について確

定申告を通じて、給与所得の計算上、控除することができる制度でございます。 

 昭和 62 年度改正で創設されまして、下の図のとおり、その適用件数は非常に少なく、現在

１桁となっております。 

 12 ページで、こういう実額控除の国際比較をしたものでございます。日本とアメリカを比

較して、日本にあってアメリカにない、あるいは逆のケースを見ますと、通勤費は日本には

あってアメリカにはない。転勤費、旅費は似たような状態と思われます。資格取得費等は似

たような状態ですが、アメリカに図書費はありますが、日本にはございません。衣服費につ

いては、特殊な衣服を必要とされる特殊な職業について、アメリカは実額控除が認められて

おりますが、日本はない。その他につきまして、交際費あるいは職務に関する団体に支払っ

た会費などについて日米で差があるという状況でございます。 
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 続きまして、13 ページ以降は、役員給与に係る給与所得控除の在り方に関する資料を付け

させていただいております。 

 給与所得控除の性格については、旧税制調査会で幾つかの指摘がございます。給与所得控

除の性格については、一番上の下線にございますように、勤務費用の概算控除という性格と、

他の所得との負担調整のための特別控除という２つの性格があるということが従来整理され

ております。勤務費用の概算控除はそのままの意味でございます。他の所得との負担調整の

ための特別控除は、中ほどよりちょっと上のところで下線がございますが、端的には給与所

得の担税力が弱いことに対する配慮とされております。 

これは、失業などの不安定性のほか、空間的・時間的な拘束や居住地選択の制限等他の所

得には見られない有形、無形の負担を余儀なくされている。あるいは成果のいかんにかかわ

らず、あらかじめ定められた定額の給与の支給を受けるにとどまるということから担税力が

弱いため、他の所得との負担調整のための控除を乗せてあると、そういう整理でございます。 

 この２つの性格に分ける場合に、必ずしも客観的な基準があるわけではないけれども、給

与所得控除の各々２分の１相当額をもって概算控除部分と特別控除部分とすることが適当で

あると、このようにされておるところでございます。 

 更に、平成 12 年の答申におきましては、１つは、給与所得者が非常に増えているので、他

の所得との負担調整といった配慮については、必要性は薄れてきているとされております。 

 更に、最後のところで、同族会社の役員に対する報酬などについては、一般の被用者、従

業員とは相当に事情が異なるにもかかわらず、従業員に対する他の所得との負担調整の性格

を含んだ給与所得控除の適用を認めるのは適当ではないとの指摘があったとされているとこ

ろでございます。 

 14 ページで、株式会社の役員と一般従業員との法的あるいは給与決定方法の比較をしてお

るところでございます。 

 契約形態、労働基準法上の扱い、報酬・給与の決定方法、いずれも相当に異なった立場、

役員と一般従業員では相当異なっているということでございます。 

 15 ページで、給与所得の性格について、これまでの判例で論じられていることを整理して

おります。 

 判例によりますと、給与所得は勤労性所得のうち、雇用関係またはそれに類する関係にお

いて、使用者の指揮・命令のもとに提供される労務の対価だと、こうされております。非独

立的労働ないし従属的労働の対価とも観念されているところでございます。 

 こうした判例に照らしますと、役員給与は、その法的な地位や勤務の実態から見て、一般

従業員の給与とは、相当に性格が異なるというふうに考えられるところでございます。 

 16 ページで、平均給与額の推移を示しております。給与所得者全体の平均給与は、平成９

年の 467 万円をピークに減少し、平成 20 年は 430 万円でございます。 

 これに対し、グラフで資本金１億円以上の会社役員の平均、資本金 10 億円以上の会社役員

の平均をそれぞれグラフで示しておりますが、会社の業績等による変動はありますが、総じ
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て増加傾向ということで、所得格差が若干広がっている様子でございます。 

 17 ページで、いわゆる一人オーナー会社の廃止された損金不算入制度について示したもの

でございます。 

 18 ページは、そのいわゆる一人オーナー会社の適用状況を見たものでございます。右上に

適用会社におけるオーナーの給与水準あるいは適用法人数を示しております。 

 適用法人数は、全部で 11 万社でございました。20 年の平均給与は、黒字法人が 1,900 万

円、赤字法人が 2,059 万円、全体で 1,968 万円でございます。 

 下のグラフで、オーナー給与が 1,500 万円超の法人数が７万社、2,000 万円超の法人数が

4.1 万社というのが、この廃止された制度の概要でございます。 

 役員関係は、以上でございます。 

 次に、退職所得課税に関する資料を付けてございます。 

 19 ページでございますが、退職所得は長年の勤務に対する勤続報償的給与であって、給与

の一部の一括後払いの性質とされております。 

 一時にまとめて支給されるということと、退職後の生活の原資であり、担税力が低いと考

えられることから、累進税率の適用を緩和する措置がとられております。 

 具体的には、収入金額から退職所得控除の額を引いた金額に対して２分の１にして、この

２分の１に対して税率の適用があるということで、累進税率の適用を緩和する措置が取られ

ているわけでございます。 

 20 ページで、この退職所得の課税方法に関して、これまで指摘されていた事項を挙げてご

ざいます。 

 中ほどの下線部でございますが、近時、短期間のみ在職することが当初から予定されてい

る役員などに対して、給与支給を通常より少なくして、その分、退職金を手厚く支給すると

いったことが行われているという指摘があり、この動きに対しては適切な対応が必要である

と考える。あるいは平成 19 年にも同様な給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取る

ことにより、税負担を回避するといった事例もあるとされているところでございます。 

 給与所得控除に関しては、以上でございます。 

○尾立財務大臣政務官 

 以上の事実関係を基に、給与所得控除に関する見直しの視点について、私から御説明いた

します。恐縮ですが、資料１の２ページ目を御覧ください。 

 まずは、給与所得控除の上限設定について御説明いたします。給与所得控除には上限があ

りませんが、22 年度大綱では上限設定が検討課題とされております。 

 これについては、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考え

られないこと、家計調査からみた勤務関連経費は、給与所得控除の最低保障額よりも少ない

こと、主要先進国における概算控除は、定額あるいは上限があり、しかも日本の給与所得控

除に比べ低い水準であること、上限を外した昭和 49 年当時と比べると、就業の雇用化の進展

により、給与所得者に一定の配慮を加える必要性はあるとしても、その必要性は薄れてきて
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いること。 

 以上を踏まえますと、中高所得の給与所得者については、上限設定を行い、一定の負担を

求めるべきではないかと考えられます。その際、どのような水準で上限を設けるかが論点と

なります。 

 ３ページ、特定支出控除の対象範囲の拡大について御説明します。今、申し上げた中高所

得の給与所得者に係る給与所得控除の上限設定に合わせまして、一般の給与所得者について

特定支出控除の選択を拡大する観点から、対象範囲の拡大を行うこととしてはどうかと考え

られます。この特定支出控除の対象範囲の拡大を行う場合、どのようなものが考えられるか

が論点として挙げられます。 

 ４ページ、役員給与に係る給与所得控除の在り方について御説明します。一般的に上限設

定することに加え、一般従業員の給与と役員給与の性格の違いを踏まえると、役員給与に係

る給与所得控除の在り方自体を検討することが考えられます。 

 その際、給与所得控除には勤務費用の概算控除と、他の所得との負担調整の２つの性格が

あると言われていますが、役員については一般従業員に比べ、勤務の状態が従属的でないこ

とや、給与の自己決定度合いが高いことなどを踏まえ、特に高額な給与を受け取っている役

員については、他の所得との負担調整を認める必要性は薄れているのではないかと考えられ

ます。 

 また、役員の中でも、いわゆる一人オーナーについては、その給与は法人の事業収入の分

割としての性格があるといった特殊性や、22 年度税制改正大綱を踏まえれば、さらなる見直

しを図ることが論点として挙げられます。 

 ５ページ、これは、以上お示しした見直しの視点に基づき、一般従業員、一般の法人役員、

一人オーナーに係る給与所得控除のイメージを示したものです。現行は、右肩上がりになっ

ている線が示しているように上限がありませんが、上限を設定すると収入が増加しても控除

額は増加しません。したがって、細い点線のように水平の線となります。 

 また、一般の法人役員については、他の所得との負担調整部分は適用せず、勤務費用の概

算控除の部分を適用するという考え方で、高所得の役員については一般従業員に適用される

上限設定の点線の半分程度のところに水平な線を引いております。控除額が点線との差だけ

縮減されるというイメージとなります。 

 高所得でない役員については、一般従業員と実質的に変わりはないと見て、一般従業員と

同じ給与所得控除を適用し、ある給与水準から徐々に控除額が縮減されるというイメージを

示しております。 

 役員の中の、いわゆる一人オーナーにつきましては、太い点線で示していますが、一般の

役員との違いを踏まえ、概算控除を見直すことが考えられることをイメージとして示してお

ります。 

 ６ページ、退職所得課税について御説明いたします。退職金については、長期間にわたる

給与が一時的にまとめて後払いされる性格のものとみられること、他の所得と比べて累進緩
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和の配慮が必要と考えられることから、現在２分の１課税が適用されています。 

 この制度を前提として、給与の受取りを繰り延べて、高額な退職金を受け取ることにより、

税負担を回避するといった事例も指摘されており、短期間のみ在職する役員等の退職金につ

いては、２分の１課税を見直す必要はないかということが論点として挙げられます。 

 また、現行の勤続 20 年を境に１年当たりの控除額が急増する仕組みなど、退職所得課税全

体の見直しについては、税率構造の見直しと合わせて行うことが考えられます。 

 次に、３点目の論点である成年扶養控除と配偶者控除について、その事実関係等を事務方

から説明させます。 

○藤井税制第一課長 

 資料２の 21 ページでございます。成年扶養控除に関する 22 年度税制改正大綱の記述でご

ざいます。ここでは、就労している人と就労していない人との公平の観点から検討を行って

きましたが、更に議論を深めて幅広い国民的な合意を得ながら、今後、その見直しに取り組

むこととするとされております。 

 22 ページ、成年を控除対象とする扶養控除の概要を図で示しております。23 歳～69 歳ま

での 38 万円以下の所得の方については、成年扶養控除が認められております。対象となって

いる被扶養者数は 520 万人でございます。 

 23 ページ、こういう成年の扶養親族について、主要国におきまして税制上どういう配慮が

なされているかを示したものでございます。アメリカにおきましては、所得の少ない一般の

成年についても扶養控除が認められておりますが、ほかの国は概して申し上げますと、障害

者の方、あるいは学生に限って税制上の配慮措置がなされているところでございます。 

 24 ページ、日本における成年扶養控除の適用者の状況を、総務省においてサンプル調査さ

れまして、それを図示したものでございます。成年扶養控除の被扶養者は、20 代、30 代の方

が約６割を占めております。グラフの下の方の２本でございますが、所得が比較的高い人に

扶養されている成年の多くは、20 代～30 代の比較的若い世代でございます。一方、所得が低

い人に扶養されている成年は、40 代以上の中高年が多く、また障害者の割合も相対的に高く

なっているという実態にございます。 

 引き続きまして、配偶者控除について 25 ページでございます。22 年度税制改正大綱にお

きましては、広く意見を聴取しつつ整理を行った上で、今後見直しに取り組むとされており

ます。 

 26 ページは、配偶者控除の仕組みでございます。38 万円の控除でございますが、適用者数

は 1,330 万人となっております。 

 27 ページは、給与階級別の配偶者控除の適用割合を示したものでございます。配偶者控除

の適用割合は、給与収入が高いほど適用割合は高くなっております。ただし、給与収入 1,000

万円程度で頭打ちとなる傾向が見られるところでございます。 

 以上でございます。 

○尾立財務大臣政務官 
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 ただいまの事実関係に基づき、成年扶養控除及び配偶者控除に関する見直しの視点につい

て、私から御説明いたします。まずは、もう一度資料１の７ページにお戻りいただきたいの

ですが、成年扶養控除について御説明いたします。 

 まず、昨年の経緯について申し上げます。そもそも成年者は基本的に独立して生計を立て

るべき存在であり、主要国の例を見ても一律に成年者について控除を認めている例はほとん

どありません。昨年は、こうした問題意識や民主党マニフェストの内容を踏まえ、成年扶養

控除の見直しについて議論が行われ、控除を存続する対象者をどのような範囲とするかが論

点となりました。 

 次に、障害者等のところを御覧ください。障害者や要介護認定者については、成年であっ

ても独立して生計を立てることが困難な状況にある人が少なくないと考えられることから、

引き続き控除の適用を認めることが適当と考えられます。このほか、難病を患っている人や

長期入院をしている人などについても、同様に困難な状況にあると考えられますが、引き続

き控除を適用する範囲をどう考えるかが論点として挙げられます。 

 次に、所得水準の観点のところを御覧ください。成年扶養控除の適用実態を見ると、所得

が低くても成年者、特に中高年者を扶養している人が少なくありません。こうした人につい

ては、そうせざるを得ない相当の事情があると考えられることから、引き続き控除の適用を

認める必要があるのではないかと考えられます。 

 一方、高所得者に扶養されている成年者の多くは若者であり、親に比較的余裕があるため

に、子が独立せず扶養されているケースは少なくないと考えられます。こうした家計につい

て、親に余裕がなく、子が早く独立せざるを得ない家計と比べた場合、所得控除により担税

力の減殺を調整することをどう考えるかということが論点として挙げられます。 

 次に、配偶者控除について御説明します。８ページを御覧ください。配偶者の就労に対す

る中立性の確保や、配偶者の存在を一律に担税力の減殺要因ととらえるべきではないとの観

点から、現行制度は廃止を含めて根本的に見直すべきとの議論があります。 

 一方で、配偶者控除については、影響が及ぶ範囲が非常に大きいことや、夫婦は生活の基

本的単位であり、現行制度を維持すべきとの議論があります。また、納税者本人の所得と配

偶者の就労割合との間には、以下のような関係がありますが、これを見直しに当たって考慮

する必要があるかどうかが論点として考えられます。すなわち、納税者本人が低所得で配偶

者が働いていない夫婦は、子育て等の事情があるため、共働きとはなっていない場合が多い

とも考えられます。こうした家計の配偶者に対して、一定の配慮を行うことをどう考えるか。

また、納税者本人が高所得者の場合、生活費を補完するために配偶者が働く必要は乏しくな

っているものと考えられます。こうした世帯については、最低生活費の保障という観点から、

人的控除を認める必要性をどう考えるかという論点が考えられます。 

 なお、22 年度に引き続き所得控除から手当へという観点から、子ども手当についての制度

改正が行われる場合に、配偶者控除の在り方についてどう考えるかということも前回、玄葉

大臣がごあいさつで言及されましたが、論点となると考えられます。 
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 所得税については、以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 続けて逢坂政務官、お願いします。 

○逢坂総務大臣政務官 

 それでは、私の方から個人住民税について御説明をいたしたいと思います。「個人所得課

税（個人住民税）」という資料を御覧いただきたいと思います。 

 １ページ目に、個人住民税の論点を整理してございますけれども、私から論点を説明する

前に、まず事務方から論点に関連する事実関係を簡単に説明させたいと思いますが、所得税

と同じく、金融証券税制に関する論点は次回の税調で取り上げることとし、今回は諸控除の

見直しについて議論したいと思っております。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○杉本市町村税課長 

 総務省市町村税課長の杉本でございます。それでは、資料の２ページをお開きいただきた

いと思います。住民税につきましても、基本的には所得税と同じ観点でございますので、住

民税特有の部分について資料で御説明をさせていただきます。 

 まず２ページでございますが、住民税の諸控除の関係につきまして、上の２つ目のポツで、

今後の所得税における控除整理も踏まえ、控除の在り方について検討を進めますと、昨年の

大綱に書かれております。また、今年出されました専門家委員会の中間的整理におきまして

は、その際、地域社会の会費という個人住民税の基本的性格から、所得控除の額は所得税よ

り低い額となっていることに留意が必要。また、個人住民税の税額控除については、政策的

な控除は極めて限定的という記述がございます。 

 ３ページ目、今も申し上げましたが、個人住民税の性格といたしましては、地域社会の会

費としての性格を言われておりまして、住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うとい

う性格を有しており、所得税よりも課税最低限が低く設定されていて、比例税率を取ってい

るということで、税率構造が所得にかかわらず 10％の応益性が明確化になっているところで

ございます。 

 そのほか、所得控除におきましては、所得税よりも各控除は低く設定されておりますし、

例えば生命保険料控除におきましても、上限額が低く設定されております。 

 税額控除につきましては、課税技術上の控除が中心で、政策的控除は極めて限定的となっ

ているところでございます。 

 ４ページ目、個人住民税所得割の計算のフローチャートでございますが、左の方、給与所

得控除の部分までは所得税と同一の計算になっておりまして、そこから右の各個別の控除関

係、ここから右のところが個人住民税独自の計算となっているところでございます。 

 ５ページ目、先ほども御説明いたしましたが、真ん中辺りに縦にございますけれども、個

人住民税の人的控除につきましては、所得税と比較していただきますと、いずれも項目は同

じでございますけれども、単価が低くなっているところでございます。 
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 ６ページ目、その他の所得控除の概要でございますが、基本的に所得税と同じでございま

すが、一番下の方、生命保険料控除と地震保険料控除につきましては、控除額の最大が所得

税よりも低く設定されているところでございます。 

 ７ページ目、税額控除についての表でございますが、先ほども申し上げましたけれども、

基本的に住民税の税額控除は主として課税技術上の控除ということで設けられているもので

ございまして、一番下にありますような税額控除につきましては、所得税には設けられてお

りますが、個人住民税には設けられていないということでございます。 

 ８ページ目、その中でも政策誘導的な控除、生命保険料控除ですとか地震保険料控除につ

いては、先般の税制調査会における片山会長代行の御発言の中でも、地域主権改革というの

は、地域のことは基本的に地域で決める、地域の住民の皆さんが責任を持って決めるという

ことで、特例の細部にわたってまで国が関与し、地域主権改革の文脈の中でその関与を外し

ていくことが必要ではないかということです。 

 その例としましては、生命保険料控除につきましては、下にありますように減収額が 1,600

億、地震保険料控除では約 100 億の減収が生じているということで、右側にありますような

控除の趣旨と地域主権という観点をどう考えるかということでございます。 

 ９ページには、これまでの税制調査会における、こうした個別の論点についての考え方が

整理されているところでございます。 

 10 ページは、退職所得に係る課税方式でございますが、ここについては基本的には所得税

と同じになっております。ただ、真ん中のちょっと上の右の方にございますが、10％の税額

控除というものがございまして、これは住民税独自の制度でございます。これが導入されま

したのは、昭和 42 年の所得からでございますが、このときに退職所得課税については、この

部分だけ現年課税化が行われております。当時の考え方といたしましては、税額相当に係る

運用益が失われる。１年、翌年の課税から現年課税に移るわけでございますので、その１年

間の運用益が失われるということで、当分の間の措置として導入されたとされております。 

 当時の公定歩合の状況が四角で囲ってあるところにございますが、当時は 6.2％、現在は

0.3％ということで、こういった金利状況の中で、この 10％の税額控除をどう考えるかとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○逢坂総務大臣政務官 

 それでは、１ページ目にお戻りいただきたいと思います。事務方からの説明にもあったと

おり、平成 22 年度税制改正大綱では、個人住民税の諸控除について今後の所得税における控

除整理も踏まえ、控除の在り方について検討することとされております。そこで、本年度税

制改正における個人住民税の諸控除に関する論点は、３点あると考えております。 

 課題の１つ目は、所得税で成年扶養控除、配偶者控除、給与所得控除、退職所得控除の見

直しに関する論点について説明がございましたけれども、これらの控除の見直しについては

住民税もセットで検討すべきではないかということ。 
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 課題の２つ目は、地域社会の会費である住民税については、政策的な減税措置が極力抑制

すべきことが基本と思われますけれども、これまでも見直しの必要性が指摘されながらも、

生命保険料控除、地震保険料控除といった政策的な控除が残っている現状があるが、これを

どう考えるかということ。 

 課題の３つ目は、退職所得課税に関する住民税独自の仕組みとして、退職所得に係る住民

税を１割減額する制度があり、この特例は昭和 42 年の創設以来長らく放置されていたが、導

入経緯や昨今の金利情勢を踏まえると見直しを検討する必要はないのかということ。 

 個人住民税の論点については、以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。 

 それでは、御質問、御意見等があれば、どなたからでも、どうぞ。 

○峰崎内閣官房参与 

 次の会合がありますので、先に質問させていただき、あるいは私の意見を言わせていただ

きたいと思います。 

 主として個人所得課税の所得税、国税の世界なんですが、見直しの視点という最初の所得

再分配機能なんですけれども、これは専門家委員会の指摘もありますし、私自身も 20 年近く

これを見ていて、やはり明らかに格差拡大の一つの大きな要因として、税における所得再分

配機能がほとんど効いていない。その際、やはり最高税率を引き下げたことも大きいのでは

ないかと言われておりますが、私はどちらかというと課税ベースがどんどん縮小された方が

大きいと見ておりましたので、この間、１年間ぐらいずっと見ておりまして、総理大臣が国

会等の答弁で最高税率の見直しもしなければいけないということは語っておられますので、

象徴的な意味としては 40％の所得税の最高税率を、例えば 45 にするとか、そういうことも

１つのシンボリックな意味はあると思うんですが、たしか 40％台の最高税率を１％上げても

大体 350 億円ぐらいと聞いておりましたので、５％上げても 2,000 億円弱の収入しかないだ

ろうと思います。 

 それよりも、昨年実施した扶養控除の廃止、今年は成年扶養控除、配偶者控除、更には給

与所得控除の問題も入っていますので、こういった給与所得控除その他の方をしっかりと手

を付けていく方が、民主党の税制改正をこれまで所得控除から税額控除、更にはこれを手当

へという方向性に合致していると思いますので、その方向で議論していく必要があるのでは

ないかと思っています。 

 問題は給与所得控除なんですが、昨年あるいは一昨年も、これは野党時代からずっと議論

してきたわけですけれども、たしか去年、連合、経団連、日本商工会議所、そして税理士会

の４団体の方々を、この調査会でヒアリングしたときも、やはり上限を設けるべきだという

点では一致していたんですが、その上限がどのぐらいまでなのかということが一番問題にな

ったように思います。 

 私は、資料２の８ページ、給与所得者 4,587 万人の状況を見たときに、昨年は 2,000 万と
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いう数字が一番多かったわけでありますが、どうも 2,000 万では余りにも給与所得控除を適

用する上限については高過ぎるのではないか。この数字から見ても、一般の給与所得者の人

たちの水準は 430 万円ぐらいであるとか、あるいは大企業を見ても 600 万円ぐらいだとか、

そういったところであるわけですから、年功序列型の賃金を前提したとしても、やはり 1,000

万円前後のところに置くか、あるいは基準として、よく我々は貧困層については中位数の半

分以下のところに水準を出すわけでありますから、ある意味ではそういう一定の基準を設け

て、その数値以上の金額を給与所得の上限と持っていく必要があるのではないかと。個人的

にはそういう見解を持っているところでございます。 

 それから、特定支出控除は、必然的に給与所得控除を下げてまいりますから、当然のこと

ながらそれを見直ししていく、そしてできる限り実額控除の方向に転換していくように対象

範囲は拡大していった方がいいだろうと思っているわけであります。よく前の藤井税調会長

時代には、新聞などは入れるべきだとか、そういった議論をされておりましたので、恐らく

図書、新聞類は必要ではないかと思っております。 

 今回、非常に大胆に提起されていることで、私自身もなるほどと思ったんですが、役員給

与に係る給与所得控除の在り方について、ある意味では一般従業員と役員を分けられている

というのは非常に新しい視点で、私自身も概算控除と他の所得の負担調整と２つに分けて、

大体半々というふうに整理されて、役員の場合はその半分を適用しないというのも１つの見

識だろうと思いますし、この点は、いわゆる所得再配分の観点からも、私自身はこの考え方

はいいんではないかと思います。 

 更に昨年、例の一人オーナー会社の問題で、これは最終的に党が要請を受けて、実は整理

した経過がございますが、問題点としては一人オーナー企業の問題については、自らある意

味では自分たちの給与水準を決められるわけですし、本当に個人事業主として、ある意味で

は必要経費控除の均衡に加えて、一般役員との地位や給与決定方法の違いもあるわけであり

ますので、これはもう一回改めてここで議論をして、ある意味では二重の控除に近いわけで

すので、この点は少し抜本的にメスを入れる必要があるのではないかと思っております。 

 退職金の所得控除も、私自身はかねてから、どうしてこんなに退職金が優遇されるのかと。

これを悪用する例が非常に増えてきているわけですので、課税の公平性ということから考え

ても、この点の見直しは避けられないのではないかと思っております。 

 成年扶養控除は、昨年大変議論いたしました。できる限り全体の合意をということで、昨

年は社会民主党の大きな主張もあり、この点については昨年は断念した経過がございますが、

是非障害者とか所得水準の低い方々については勿論配慮するわけでありますが、一定の成年

扶養控除の見直しは進めていかなければいけないのではないかと。 

 配偶者控除については、これは様々な視点がございますし、私自身も配偶者控除を廃止す

べきだという考え方でございますが、この点は専門であります小宮山副大臣もお見えでござ

いますので、そちらの方に譲って、私の意見だけとりあえず発言させていただいて、大変失

礼でございますが、退室をさせていただきたいと思います。 
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○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。 

 笹木さん、どうぞ。 

○笹木文部科学副大臣 

 今、お話にもありました成年扶養控除の見直しについてなんですが、先ほどの資料２の 23

ページの表にもあるとおり、大学生や大学院生を扶養する家計の負担減に資している。この

ことはよく考えるべきであると思います。ドイツ、フランス、アメリカにおいても、25 歳未

満あるいは 24 歳未満の学生については成年扶養控除の対象にしている。日本で言いますと

21 万 6,000 人以上がこの対象者、いわゆる社会人学生を除くこういう対象者がいるというこ

とです。是非、この見直しを行うということであれば、こうした家計に影響が出ないように

配慮が必要ではないかと思われます。 

 あと、もう一点、配偶者控除の見直しについてなんですが、子育て世代の専業主婦世帯の

負担の増加という点、特にその中でも、幼稚園においては専業主婦世帯の子どもが多く在籍

している。ここら辺りの負担増になることについては、よく吟味が必要かと思っております。

また、その見直しを行う場合には、やはり特段の配慮が必要ではないかと思います。障害の

ある子どものいる世帯についても、子どもの介助等のための専業主婦世帯が多く存在してい

る。ここにもよく目配りをする必要があるのではないか。そういうふうに思います。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。 

 海江田大臣、どうぞ。 

○海江田内閣府特命担当大臣 

 すみません、小宮山さん、私も途中から退席をしますので先に。 

 幾つかあります。１つは特定支出控除ですけれども、ここの書きぶりでは給与所得控除と

実額控除という話ですが、これは御案内のように、最初はサラリーマンの必要経費の議論か

ら来ていまして、1970 年代、青木茂さんが一生懸命やっていた話でありまして、あのとき、

実は一つの結論というものは、やはりこの給与所得控除を２つに分けて、さっきのまさに一

人オーナーのところでもそういう議論がありましたけれども、その２分の１は根っことして

保存をして、残りの２分の１と特定支出を比較してという話で整理されたわけであります。

ところが実際には根っこからのところと比べてということで、その根っこから比べてのとこ

ろが、結局やったお陰で仏つくって魂入れずで、３人とか４人とかという結果になりました。 

 これを、実額控除ですからサラリーマンの必要経費的なものを広げるといっても、それは

せいぜい何十万人になるかならないかの世界でありますから、この場合はやはり２分の１の

根っこの部分は残しておいて、２分の１と実額とを比較してというふうな形にしないと、せ

っかく、なるべく実額控除を認めよう。それから、サラリーマンもしっかり、自分の経費的

なものが何なのか、そういうものを考えてもらおうということから言いますと意味をなさな

いので、ここは是非２分の１と比較をして、実額控除のところを考えていただきたいという
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ことでございます。 

 それから、退職所得控除は今回こういう形で２分の１非課税というものが、特に短期の人

で、さっきおっしゃった逃税の可能性もある。それから、私は何よりも一番不公平であると

思っているのは地方自治体の首長などです。それから、申し訳ありませんけれども、天下り

の渡りの人たち。まさに３年、４年で何千万円のお金をもらって、それが退職所得になった

瞬間に２分の１は非課税である。今どき、こんなに財政が厳しい折から 4,000 万円もらって、

その瞬間に 2,000 万円が非課税になるという世界はありませんから、ですから、その渡りの

退職金と首長の１期ごとにもらう退職金という意味で、これは是非そういうところはなくす

意味で、何年が適切かというのはまたいろいろ議論のあるところですけれども、やはり４年

や５年でこの退職所得ですというのは、これはもう通らない話ではないだろうかと思います。 

 それから、一人オーナーの話について、これは中野先生と随分、去年はいろいろ、もう峰

崎さんはいなくなりましたけれども、話をしたわけで、そのときに若干問題点が残っていた

わけですが、さっきの峰崎さんの話にあるように、給与所得控除の上限を例えば 600 万円な

り 1,000 万円ぐらいのところから、そこからフラットにしていくという話でありますと、こ

こで言う一人オーナーで高い給料をもらっているという人たちがかなり制限が加えられるの

ではないだろうかと思っておりますので、ここは法人税と個人の給与所得との間でかなり議

論のあるところでありますから、給与所得のフラットにするところを幾らにするかという議

論と併せて、ここは考えていけばいいのではないだろうか。そのように思っております。 

 まだ幾つか、配偶者控除もありますが、それはまず小宮山さんの意見を聞いてからと思い

ます。 

 以上です。 

○五十嵐財務副大臣 

 それでは、小宮山副大臣、お願いします。 

○小宮山厚生労働副大臣 

 皆さんに振っていただいて、ありがとうございます。 

 この配偶者控除につきましては、やはり先ほども御紹介にあったように、控除から手当に

というのがこの税調の基本方針として、子ども手当をつくるときに扶養控除と配偶者控除を

廃止してということを財源にしたということであると思います。 

 それで、配偶者控除については様々な御意見がありますけれども、これは民主党ができた

ときから男女の調査会といたしましては、これはライフスタイルの選択、働くか働かないか、

どういう働き方をするかにかかわらず公平で公正な制度であるべきであるということで、こ

の配偶者控除はそこに、フェアでないから廃止をということをずっと言ってまいりました。

あと、男女共同参画の基本法の中にもそういうことを、ちゃんと公平な制度にするようにと、

社会制度の見直しにも掲げられているところでございまして、ここは子ども手当をつくった

ときの発想からも、そういう民主党の原点でもあります男女共同参画というところからして

も、配偶者控除は廃止するという姿勢は是非出していただきたいと思っています。 
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 ただ現状、これは潜在就業率が 80％を超えるという先進国と同じように、働きたい女性が

多いということをバックに持って、働き方の見直しとも関わるところですので、ここも私の

厚生労働省と関わりますけれども、今、雇用の場がこのように整っていないという中で、や

はりすぐに全部廃止をするということは、なかなか働きたい人が働ける雇用の場の設定や均

等待遇などのいろんなことを進めた上で全部を廃止するということだと思いますので、すぐ

に全廃をということは配偶者控除について私からも申し上げません。 

 ただ、廃止をするという方向性は出していただいて、当面報道されるところでは 1,000 万

円以上の配偶者控除を廃止することを御検討と承っておりますが、それも一つの考え方であ

ると思いますけれども、今、私が最初に申し上げた、働くか働かないか、どういう働き方か

にかかわらず公平な制度という意味からいきますと、先ほど峰崎さんがおっしゃった税額控

除というものも考えられるのではないか。ですから、税額控除でも、今、言われているよう

な子ども手当の増える分について、当たる分の制度設計というものはできると思いますので、

所得の再分配構造を強めるという意味からしますと、高額所得を外すというのはあるかもし

れませんが、男女平等というところからいきますと、これは税額控除を中途段階として、そ

れで何年かかけて、労働の市場などもちゃんと整えた上で全廃というのが、私はそちらの方

がよいのではないか。配偶者控除については、それを是非お願いしたいと思います。 

 もう一点だけ、成年扶養控除については、20 代、30 代で非常に高額所得の方のそういうと

ころで多いというところは私は見直すべきであると思いますけれども、やはり障害がある方

とか要介護である方などについてはきめ細かい対応が必要であると思っておりまして、その

際に現場の事務負担が過大となるという心配がありますが、これについては例えば要介護認

定とか各制度で既存の認定がございますので、そうしたものを活用して、必要な人にはきめ

細かい配慮をするということができるのではないか。そのように思っております。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。ほかにどなたかございませんでしょうか。 

 大臣、どうぞ。 

○野田財務大臣 

 小宮山さんの御発言があったので改めて確認したいんですけれども、私、2009 年のマニフ

ェストも、今回の参議院のマニフェストも関わっていないんです。ですから、子ども手当の

ところで確認したいんですが、控除から手当という哲学の中で、どの控除を倒して、月額ど

れぐらいの子ども手当を出すというのが原点だったんですか。多分、２万 6,000 円と違うと

思うんです。積み上げの議論ではないと思いますので、少しその辺の確認をさせてください。 

○五十嵐財務副大臣 

 どうぞ。 

○小宮山厚生労働副大臣 

 最初、私が制度設計の責任者をしていたときに、最初の子ども手当の設計は、子どもの扶

養控除と配偶者控除をなくす。それは男女共同参画と子どものことと併せてやっていったも
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のですから、その中で子どもの扶養控除と配偶者控除を外した金額を子どもの数で割ったも

のが１万 6,000 円です。それが原点です。 

 その後、ある時期にぽんと１万円積まれた総額６兆円というものが出てきて、これは政権

を取ったら財源は出てくるということで、そういうふうになりましたので、そこは少し最初

の制度設計と違って、ばらまきであると言われることの始まりかなと、そのように思ってお

ります。 

○五十嵐財務副大臣 

 どうぞ。 

○海江田内閣府特命担当大臣 

 今の関係で、老年者控除を復活させてというような話はなかったですか。 

○五十嵐財務副大臣 

 どうぞ。 

○小宮山厚生労働副大臣 

 今、申し上げたように、子どもの扶養控除を外すということです。ですから、老年者控除

のところは外していません。子どもに関わる扶養控除を控除から手当にするということと、

それから、さっき申し上げた男女平等というところから配偶者控除を外す。その２つの控除

を外して割ったら１万 6,000 円であるというのが子ども手当の原点です。 

○五十嵐財務副大臣 

 そういう意味ではなくて、老年者控除を減らされた部分を復活させるというマニフェスト

があったと思いますが。 

○小宮山厚生労働副大臣 

 それは子ども手当とは関わりのないところで、そういうことはありました。あと、年金の

控除と併せてありました。 

○海江田内閣府特命担当大臣 

 ところが、それが全くないかといいますとそうではなくて、実はその人たち、今、実際に

私なども選挙でやって、子ども手当で一番、お年寄りの方たちで、自分たちは子ども手当も

なくて、子どもを３人、４人、しっかり育ててきた。そして、今まさに配偶者控除なのか、

あるいは自分の配偶者控除が外れるとしたら、やはり自分たちの老年者控除をせめて増やし

てもらわないと結局、税負担だけ増えてしまいますねということで、実は子ども手当と関連

して意見が言われたんです。ですから、その点だけはやはり指摘をしておきます。 

○五十嵐財務副大臣 

 どうぞ。 

○小宮山厚生労働副大臣 

 それについては、私の説明の仕方からしますと、高齢者の方がこれから安心して暮らせる

ためには、やはり子どもたちが、これからの子どもたちを社会で育てるという観点から、皆

さんの生活の安心への、未来への投資でもあるのですから、そこのところは御協力いただき
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たいという説明をすると、高齢者の方もかなり納得していただけている。私は少なくともそ

う思います。 

○五十嵐財務副大臣 

 それは、そういう面があると思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、今日は盛りだくさんでございますので、すみません、次に移らせていただきた

いと思います。 

 次に、さきの「保険年金」に係る最高裁判決に対応する納税者の救済等の議題に移ります。

本件に関しては判決後、野田財務大臣から御発言があり、その中で、「生保年金以外に相続

をした金融商品で、今回の判決を踏まえて改善しなければいけないものがあれば政府税調の

中で議論して、来年度の税制改正で対応することも視野に入れる」と言及をされております。 

 こうした政府税調での議論の前提として、専門家委員会委員の中里教授、三木教授ほか８

名の租税法の専門家による臨時的な研究会が行われ、判決内容につき学術的な見地からの検

討が行われました。本研究会におきまして、このほど報告書がとりまとめられましたので、

参加をされた有識者を代表して、東京大学の中里教授から御報告をお願いいたしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○中里東京大学教授 

 よろしくお願いいたします。中里でございます。それでは、７月６日の最高裁判決に関す

る、この研究会の報告書の概要をごく簡単に、かいつまんで御説明させていただきます。そ

こに「『最高裁判決研究会』報告書の概要」というものがございますので、これを御覧くだ

さい。 

 そこに１．や２．云々と書いてありますが、まず「１．最高裁で争われた課税関係及び判

決の趣旨」ですけれども、この判決がどのくらいの射程に及ぶかということでございますが、

裁判所の判決というものは当該個別の事案の解決に関する限りのことを述べているわけでご

ざいますから、そこに書かれていることを過度に拡張するという必要はありませんし、また

してはいけないというところはございます。 

 それで、今般の最高裁判決は相続税法 24 条の解釈を軸に展開されていることにかんがみま

すと、直接の射程としては法令の解釈変更により対応すべきものは、この 24 条によって評価

がなされている相続財産、すなわち「定期金」に限定されると考えるのが法律的には自然で

あるという結論をまず得ました。 

 それで「定期金」以外の相続財産についてどのようになるかということでございますけれ

ども、そこの１ページ目の（１）に書いてあるとおり、土地・株式、無体財産権等について

「定期金」との差はどんなところにあるかということが書いてございます。 

 土地・株式等の財産から生ずる将来収入は「定期金」のように事前に確定しておらず、ま

た、相続以降いつでも第三者への譲渡等によりそこから生じる所得の性質・実現時期に変動

が生じ得ることから、相続時点における財産評価と、実際に相続人当人が受け取ることとな
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る将来収入が「定期金」の事案で判示されたのと同じような意味において「経済的価値にお

いて同一」であると考えることは必ずしもできないのではないか。つまり、判決の射程は及

びにくいのではないかということでございます。 

 また、土地・株式等「元本」が減価しない財産については、地代・配当等に関する所得税

は「運用益」部分に対してのみ課されております。一方、減価償却資産については、所得課

税に当たって減価償却費相当額が必要経費として控除されており、いずれにせよ「元本」部

分が「運用益」として課税されることが防止されているというふうになっております。 

 これを踏まえますと、相続財産となったこれらの財産に対して時価に基づき相続税を課税

しつつ、当該財産から将来生ずる収入等に対して所得税を課税することが本判決の趣旨に照

らして問題があるとは言えない。つまり「運用益」に対して課税することは問題がないとい

う結論を得たわけでございます。 

 更にめくっていただきますと「２．『定期金』以外の相続財産について」というところの

「（２）その他の財産」ということで、更に少し技術的なことが書いてございます。 

 これは、土地・株式等の値上がり益の扱いでございますが、下の図で御覧のように、先代

が取得し、相続の時点まで値上がりした。そこで相続が真ん中のところで行われ、更にそれ

を相続人が引き継いたらまた更に値上がりしたというときに、先代の保有期間中に値上がり

した部分について相続税は当然「増価分Ｂ」というところでかかっているわけですが、更に、

最後に相続を受けた人が当該土地や株式を譲渡したときに、その相続税のかかっている増価

分（Ｂ）の部分を含めて所得税の課税対象になっているわけでございます。 

 そうしますと、いかにも二重で課税がなされているように見えるわけでございますけれど

も、この場合には所得税法 60 条１項というものがございまして、被相続人の、つまり先代の

取得価額が相続人に引き継がれることを規定しているということですから、今の法律の建前

上、このようなことは二重の課税であるからけしからぬとか、そういうことにはなり得ない

ということになるかと思います。 

 更に３ページ目をめくっていただきたいんですが、ほかに「定期金」以外の相続財産で、

土地・株式等以外でどのような問題が生ずるかということを議論いたしまして、定期預金の

利子とか配当期待権について先ほどと同じような問題が出てくるのではないかということが

議論になりました。侃々諤々の議論をさせていただきました。 

 下の図を御覧になっていただくと分かるんですが、先代の段階で経過利子が生じ、相続の

時点までの経過分について含みで利子のようなものが生じていて、それについて相続税がそ

の部分も込みでかかり、そして満期になりますと、またこの所得税がかかるわけですが、定

期預金等については最後の子どもなり何なりが、相続人が引き継いだ段階で先代の保有期間

からずっとの所得についてまとめて利子に対する所得税がかかるということになります。 

 そうしますと、相続の時点でその一部、先代が保有期間中の既経過利子につきましては相

続税がかかり、そして最後に所得税がかかるので、先ほどの土地や株式と同じような問題が

生ずるように見えるんですが、そこにいろいろ、縷々説明がございますけれども、これにつ
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いても必ずしも所得税法９条１項 16 号の本件判決で問題になった条文に抵触するものでは

ないという結論を得たわけでございます。 

 ただし、土地・株式等の値上がり益については所得税法 60 条１項の条文がございますが、

この定期預金等についてはそういう条文が必ずしもない。実務上の取扱いとしてそうなって

いるわけでございます。 

 それで、そこの３ページ目の四角で囲まれているところの最後のポツですが、ただし、相

続税・所得税の課税関係において先に述べた土地・株式等の値上がり益と定期預金の既経過

利子等とは本質的に変わるところがないにもかかわらず、被相続人に生じている未実現の利

得について実現段階で相続人に課税されることについて、先ほど御説明いたしましたことの

前者には所得税法 60 条１項という明文の規定が置かれ、後者、つまり定期預金には明文の規

定がないことで、今後、様々な議論が生じ得るということが考えられます。したがって、こ

の際、現行の取扱いについて、これは間違っているわけではありませんけれども、確認的な

意味で立法的な手当てを講じていただければ一番、現実の現場が混乱せず、納税者にとって

納得のいく形なのではないかという結論を得ました。 

 以上、御報告させていただきます。 

○五十嵐財務副大臣 

 中里先生、ありがとうございました。それでは、今の中里教授の御説明に関して、そこの

部分に限って御質問・御意見等があれば、どなたからでもお受けをいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これに関しましては、続きまして「保険年金」に係る最高裁判決を受けた対応

について尾立政務官の方から御説明をお願いします。 

○尾立財務大臣政務官 

 それでは「保険年金」に係る最高裁判決を受けた対応について御説明させていただきたい

と思います。本件は、本年７月の最高裁判決を受け、相続等により取得された「保険年金」

に対する所得税の課税の取扱いに関する対応です。具体的な対応としては、現行法に基づく

対応が可能な過去５年以内の「保険年金」に係る所得税の還付と、現行法では対応できない

平成 16 年以前の「保険年金」に係る所得税の還付とに区分されます。 

 まず、現行法に基づく５年以内の「保険年金」に係る所得税の還付への対応についてです

が、皆様方のお手元にお配りさせていただいております「説明資料 『保険年金』に係る最

高裁判決を受けた対応について（平成 16 年分以前の『保険年金』に係る所得税の還付）」の

１ページ目を御覧ください。 

 この「保険年金」の所得金額全額を課税していたこれまでの取扱いを、課税部分と非課税

部分に振り分けて課税するよう、法令解釈を変更しました。網かけのところが非課税部分で

ございます。これを受けて、非課税部分に対応する所得税の還付手続が先月 20 日から実施さ

れております。 

 次に、平成 16 年分以前の「保険年金」に係る所得税の特別な還付についてです。特別な還
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付の対象は、適正還付の裏づけとなる税務署における確定申告書等の保存期間、７年でござ

いますが、これを踏まえつつ、また、ぎりぎり民法の債権の消滅時効の期間、これは 10 年と

なりますが、すなわち 10 年間遡及することとし、平成 12 年分以降平成 16 年分以前の「保険

年金」に係る所得税について、特別な還付措置を講ずることといたします。この方針につい

ては、10 月１日に財務大臣から納税者に向け発表させていただいております。 

 その後、所得情報が十分でない平成 12 年から平成 14 年分を含む平成 16 年分以前の「特別

な還付」の還付額について検討してまいりましたが、その概要をまとめましたので、税制調

査会に報告させていただきます。恐縮ですが、資料の２ページ目を御覧いただきたいと思い

ます。 

 まず、平成 15 年・平成 16 年分の還付額、「特別還付金（仮称）」と呼んでおりますが、

これについては税務署において確定申告書等が保存されていますので、現行法の「還付金」

の計算に準じた方法により計算をいたします。 

 一方、税務署において確定申告書等が保存されていない平成 12 年から平成 14 年分までの

還付額、「みなし特別還付金（仮称）」と呼ばせていただいておりますが、これについては

資料にありますとおり、平成 15 年の所得情報に年金情報を組み合わせて計算いたします。 

 「特別な還付」の請求期間は、納税者の便宜や生命保険会社等の書類保存等の負担を勘案

して、法律の施行から１年間、つまり再来年、平成 23 年３月の確定申告期を含む期間となる

ことを想定しております。 

 この特例措置による「特別な還付」のより詳細な内容については補足資料を用意いたしま

したので、そちらも御参照願います。 

 「保険年金」に係る最高裁判決を受けた対応についての説明は、以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 引き続き、総務省から地方税に関してお願いします。 

○逢坂総務大臣政務官 

 個人住民税に関して「保険年金」に係る最高裁判決を受けた対応について資料を用意して

おりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 

 いわゆる過去５年超分の救済に関する地方の対応についてでございますけれども、これに

ついては当然、個人住民税にも影響が生じるわけですが、過去５年超分について救済を行う

かどうかについては地域の自主性の観点や、現状においても各地方団体の判断で過去５年超

分について給付等によって救済を行っているという事例もございますので、そうしたことも

勘案して地方団体の判断に委ねることとしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。それでは、かなり思い切った、過去にない部分の還付もするとい

う決断をされたようでございますが、御質問・御意見があればどうぞ、おっしゃってくださ

い。 
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 どうぞ。 

○尾立財務大臣政務官 

 すみません、言い間違えました。この「特別な還付」の請求期間は再来年で、平成 24 年３

月です。私は平成 23 年３月と申しましたので訂正をさせていただきますが、平成 24 年３月

の確定申告期を含む期間となることを想定しております。 

○五十嵐財務副大臣 

 いかがでしょうか。かなり技術的な改正でございます。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、この議論につきましてはここまでといたしまして、次に国際課税でございます。

続きまして、専門家委員会の国際課税に関する論点整理につきまして、とりまとめをしてい

ただきました神野専門家委員会委員長及び中里国際課税小委員会座長から御報告をお願い申

し上げます。 

○神野専門家委員会委員長 

 専門家委員会の委員長を仰せ付かっております神野でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 お手元に３種類の資料を配付していると存じます。「国際課税に関する論点整理」という

本体と、その要約版でございます「税制調査会専門家委員会『国際課税に関する論点整理』

のポイント」という１枚紙のものと、それから国際課税小委員会の委員名簿を配付させてい

ただいていると思いますので、御覧いただければと存じます。 

 私の方からは、この国際課税に関する論点整理をまとめるに至りました経緯を中心に御説

明させていただきます。 

 まず、これまでの経過についてでございますけれども、資料の「国際課税に関する論点整

理」、つまり本体を１枚おめくりいただきまして２ページ目、初めから４行目の「具体的に

は」と書いてあるところを御覧いただければおわかりいただけますように、平成 22 年４月８

日の税制調査会におきまして、国際課税の分野に関する諸問題、これは国際連帯税を含んで

おりますが、それに係る理論的・学術的な側面などについて検討を行うために、専門家委員

会の下に国際課税小委員会を設置することが決められております。この決定に基づきまして

中里座長の下に、資料の国際課税小委員会の委員名簿にございますような、国際課税にお詳

しい研究者の先生方にお集まりをいただきまして、都合５回の会合を通じて精力的に議論を

積み重ねていただきました。 

 この小委員会では、この精力的に重ねてきた議論の概要をまとめ、また提起された主要な

論点などを分類整理した論点整理素案を 10 月 26 日にとりまとめていただいております。こ

の小委員会のとりまとめを受けて、専門家委員会におきましても昨日 11 月８日に更に議論を

積み重ねました。その結果、お手元の先ほど御紹介いただきました「国際課税に関する論点

整理」という本体は昨日の専門家委員会としてとりまとめたものでございます。 

 以上が経過でございますが、次にこの論点整理の構成について御説明させていただきます
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と、先ほど御覧いただきました「国際課税に関する論点整理」という本体の１ページ目に「は

じめに」とございますが、ここには国際課税を巡る最近の諸状況や経緯などについて記して

ございます。 

 ３ページ目からは具体的な内容となっておりますけれども、それぞれ四角い枠で囲んでお

りますところにテーマごとの論点の概要を記してございます。その下にテーマごとに、委員

から提起されました主要な論点などを分類して整理しているという構成になってございます。 

 この四角で囲みました（議論の概要）の部分を基に、それを１枚にしたものが最初に１枚

紙でお配りしてございます「税制調査会専門家委員会『国際課税に関する論点整理』のポイ

ント」という紙でございます。この後、この資料に基づいて中里座長の方から論点整理のポ

イントを簡単に説明していただきたいと思いますので、私の説明は以上にとどめさせていた

だいて、小委員会の中里座長の方から論点整理の内容につきまして御紹介をさせていただき

ます。 

○中里国際課税小委員会座長 

 それでは、引き続きまして「『国際課税に関する論点整理』のポイント」というこの１枚

紙を御覧いただきながら、それについて御説明をさせていただきたいと思います。ただいま

神野委員長から経緯等については詳しく御説明がございましたけれども、この内容を更に敷

衍させていただくということでございます。 

 まず「Ⅰ．国際連帯税を巡る国際的な動向の整理等」でございます。国際連帯税につきま

しては、その明確な定義があるわけではございませんが、一般的に国境を越える活動に課税

し、その税収を貧困問題、環境問題等の地球規模の問題への対策に充てるものとされており

ます。 

 代表例といたしまして、航空券連帯税や通貨取引税が上げられているところでございます。

このため、この小委員会におきましても航空券連帯税や通貨取引税を中心に議論を進めまし

た。 

 まず「１．国際連帯税に関する一連の動き」でございます。昨今の地球規模の様々な問題

への関心の高まりを背景に、新たな資金調達方法の一つとして、2000 年代後半からフランス

や韓国等で航空券連帯税が導入されております。他方、通貨取引税について。これは導入を

している国はございません。 

 次に「２．航空券連帯税についての議論」でございます。国際航空に課税する航空券連帯

税につきましては、消費税が免税となっている国際航空と消費税の課されている国内航空と

の間の消費課税の非中立性の改善に資する一方で、航空産業に与える影響等については、更

に十分な検討が必要であるという議論がございました。 

 また、航空に対する課税に着目すると、主要国では旅客数や航空料金等に応じた課税を行

っており、その税収の使途については一般財源の場合もあれば、特定財源の場合もあるとい

う指摘もございました。様々でございます。 

 「３．通貨取引税についての議論」です。開発資金調達や投機的な為替取引抑制を目的と
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して外国為替取引に課税を行う通貨取引税につきましては、低率の課税であっても多額の財

源を調達できる一方で、そのことの裏面ですが、経済取引に歪みを生じさせる可能性や租税

回避が行われる可能性等の種々の問題点について十分な検討が必要であるという議論がござ

いました。 

 次に「Ⅱ．国際課税に関する中長期的な課題」について御説明いたします。 

 その中の「１．企業活動の国際化等を踏まえた国際課税のあり方」でございます。経済の

グローバル化がますます進化する中で、国際課税についても新しい流れが生じております。

そのような状況を踏まえまして、従来からの国際課税原則に関する課題等について議論を行

ったわけでございます。国際課税の在り方を考える上で、租税回避など課税管轄権からの離

脱を防ぐ措置。これは strong fences policy と呼ぶことができると思いますが、これに対し

て広く門戸を開いて通商の拡大を図る措置、open doors policy と２つの方向性が考えられ

ます。我々の議論におきましては、今日のような開放経済の下で国際的経済活動を阻害しな

い形で税収を確保するためには、この２つのポリシーのいずれか一方に偏るのではなく、両

者の適切なバランスを取る必要があるという指摘をしております。 

 次に「２．非居住者及び外国法人の課税ベース－帰属主義への見直し－のあり方」につい

て議論を行いました。外国法人への法人所得課税につきましては、その支店が国内に存在す

る場合に、国内法上すべての国内源泉所得について総合して課税するという、いわゆる総合

主義に基づく一方で、我が国が締結している租税条約においては支店に帰属するすべての所

得に課税するという帰属主義を原則としてまいりました。国内法と条約等で方針が異なって

いるわけでございます。 

 今般、我が国を始めとする先進国を中心とした国々の国際標準となっておりますＯＥＣＤ

モデル租税条約が帰属主義に基づく課税の在り方を明確化した改定を行いました。これを契

機として、今後、日本の国内法を総合主義から帰属主義に見直す一方、新たな形の国際的な

租税回避等を防止するなど、適正な課税を確保するために必要な法整備の検討を進めるべき

であるという指摘をしているわけでございます。 

 更に国際的租税回避の防止に向けた今後の課題として、３にありますとおり、無形資産の

取扱いと国際課税における手続法の課題についても議論を行いました。 

 その「（１）無形資産の取扱い」につきましては、多国籍企業グループが事業再編等を通

じて知的財産権や販売ノウハウといった無形資産を税率の低い国に移すことで、グループ全

体の租税負担の軽減を図るリスクが高まりつつあるという状況について議論をいたしました。

無形資産の移転に係る国際課税の在り方については、今後はＯＥＣＤ等において議論される

ことになっておりますので、そうした国際的な議論の進展や経済活動の実態なども見極めつ

つ、我が国といたしましても検討する必要がある。こういう指摘を行っております。 

 次に「（２）国際課税における手続法の課題」でございます。かなり専門的なことになり

ますけれども、最近の経済取引のグローバル化によりまして、納税者が課税逃れのために国

外に資金を移転するリスクが高まっております。これに対応するため、まずは国外資産に関
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する報告制度など様々な資料情報収集の手続整備の検討を進める必要があります。また、近

年ＯＥＣＤ加盟国を中心に、外国との間で租税徴収の共助を行うための多国間条約に加盟す

る流れがございますので、我が国といたしましても徴収共助の仕組みについて検討を進める

必要があると指摘しておるわけでございます。 

 私からは以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見があれば、どなたからでも伺います。

どうぞ。 

○伴野外務副大臣 

 外務副大臣をしております伴野豊でございます。本日もお世話様でございます。外務省か

らの意見を申し上げさせていただきたいと思っております。 

 外務省といたしましては、平成 22 年度に引き続きまして、平成 23 年度税制改正要望とい

たしまして、国際開発連帯税の新設を要望させていただいております。これは世界の開発需

要に対応するための新たな税制度を我が国に導入するものでございまして、伝統的なＯＤＡ

のみではミレニアム開発目標、いわゆる 2015 年までに国際社会が達成を目指す８つの開発目

標を達成するための、そういった国際的な開発課題に対応するために、御案内のように必要

な資金が年々不足をしております。 

 そうした中で革新的資金調達は、かかる開発資金ギャップを補うべく、追加的、持続的か

つ予測可能な資金を調達しようとするものでございます。我が国において、いかなる国際連

帯税を導入すべきかにつきましては、今後、税調を始めとする政府部内において議論を深め

させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。池口さん、どうぞ。 

○池口国土交通副大臣 

 今、説明を受けた中で、貧困問題とか環境問題の対応を言いながら、ここに書いてある新

たな資金調達法の一つとして、この航空券連帯税があり、次段を見ると、一般財源もあれば

特定財源もあるということで、こうすると何となく財源不足を補てんをするために、ほかに

取りようがないので航空券から取るんだというような流れもくみ取れるんですが、私はなか

なか理解できないです。 

○五十嵐財務副大臣 

 先生の方からコメントがあれば。 

○神野専門家委員会委員長 

 この税金を提唱されたのが日本人でして、金子宏先生でいらっしゃいます。お弟子さんで

す。 

○中里国際課税小委員会座長 
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 1990 年代の終わりの方に、金子宏東大名誉教授が国際人道税ということで、この種の国際

的な航空券を用いた課税を提唱なさったわけですが、先ほど副大臣が御指摘なさったところ

は諸外国でこうなっているということでございまして、どのような形で導入するとかしない

とか、そういうことに関しては、これはもう先生方が御判断なさることでございますので、

特にそれ以上、何がいいとか悪いとかということをここで申し上げるつもりはございません。 

○五十嵐財務副大臣 

 中野先生、どうぞ。 

○中野民主党税制改正ＰＴ座長 

 この国際連帯税については私も関心を持っているところで、いずれにせよ国際課税につい

てはまだ党の税制改正ＰＴでこれから議論をするところですので、私見にしかなりませんけ

れども、外務省として国際連帯税についてはそれなりに長期間議論もされてきたことではな

いかと思いますし、またこの 12 月には国際会議が日本で行われるということもあって、やは

り何らかの前向きの議論ができるようにしなければならないという外務省としての気持ちが

強くあるのだろうと思います。 

 ましてや提唱をされたのが日本から提唱されて、実現をしていないという問題があります

が、先ほど池口さんも言われました、唐突ではないかもしれませんが、ここで航空券連帯税

が出てくるのは、時期的に非常にイメージとして悪い。決してこれは航空券連帯税が各航空

会社にとって損得があるわけではない。ただ、トータルとして、こういうのが課せられるこ

とによって、航空需要が減るということはあるかもしれませんが、企業間の損得の問題はな

いと思います。 

 それらのことは詳しく論点整理の中に触れられているのだろうとは思いますが、もう少し

議論を重ねていく必要があるのではないかと。お互いに誤解に基づく議論にならないように

注意をする必要があるのだろうと思います。また、私は前回でしたか、同じような発言をす

るときに、通貨取引税と言うべきところを国際証券取引税か何かと別の言葉で間違えて申し

ましたので、この機会にここは訂正をさせておいていただきたいと思います。 

 １つ質問は、この企業活動のⅡの方ですが、これによって現在、日本の企業なり、または

日本の国益が国際比較の中でいろいろな整備がされていない、対応が遅れていることで現在、

損をしているというような事例があるのかどうか。現実論としてお聞かせいただきたいと思

います。 

○五十嵐財務副大臣 

 いかがでしょうか。 

○中里国際課税小委員会座長 

 国内法が総合主義、条約が帰属主義というのを取っております。そうすると租税条約に基

づいて、外国法人の日本支店が日本国内から稼いだ所得と外国から稼いだ所得のどちらも支

店に帰属するという意味では、条約上は課税ができるんです。ところが日本の国内法の方で

は、国内源泉所得についてしか課税できないとされてしまいますので、せっかく条約上帰属
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主義を取っても、外国法人の日本支店が稼いだ国外からの所得について、国内法の総合主義

の制約のために課税ができないという状況が生じてくるわけでございます。その他、技術的

にはいろいろなことがあるんですが、今の点が比較的大きな問題ではないかと私は理解して

おります。 

○五十嵐財務副大臣 

 よろしいでしょうか。尾立政務官。 

○尾立財務大臣政務官 

 ただいまの御報告については、理論的、学術的な観点から国際課税に関する中長期的な課

題を御整理いただいたと理解しております。国際連帯税については、本論点整理についても

参考にしながら、外務省から提出されている来年度税制改正要望を検討してまいりたいと考

えております。 

 また、お示しいただいたポイント紙のⅡの「２．非居住者及び外国法人の課税ベース－帰

属主義への見直し－のあり方」の点、今、中野先生からも御質問があった点かと思いますが、

それと３．の（２）にございます外国との間で租税徴収の共助を行う仕組みについては、Ｏ

ＥＣＤ等において国際的な議論の方向性が示されている論点でもありますので、具体化に向

けた中期的な検討を要する課題として受け止めたと考えております。 

 更に３．の（２）にございます国外資産に関する報告制度など、様々な資料情報収集の手

続整備については、平成 22 年度税制改正大綱の中でも記載がございますので、今後、引き続

き検討する必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 今の尾立さんの発言につきまして、何か御意見がありましたら。よろしいでしょうか。 

 それでは、本論点整理については、本日の税制調査会終了後、対外的に公表させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次に移ります。次に環境関連税制の審議に入りたいと思います。まず環境省、

経産省より地球温暖化対策のための税に関する要望内容について、御説明をお願いいたしま

す。その後、総務省からも御説明をいただこうと思いますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。なお、22 年度税制改正大綱や国際比較などの基礎的な資料につきましては、財務省作

成資料をお手元に配付してございますので、適宜御覧いただければと存じます。 

 それでは、環境省の近藤副大臣、よろしくお願いします。 

○近藤環境副大臣 

 環境副大臣の近藤でございます。お手元の「地球温暖化対策のための税について」という

資料をまず御覧いただきたいと思います。カラーで印刷されたものであります。 

 改めて御説明いたします。資料の 1 ページを御覧いただきたいと思います。地球温暖化対

策のための税については、ここに挙げられておりますように、昨年の税制改正大綱及び税制

改正法等において、平成 23 年度の実施に向けた成案を得るよう検討を行う旨規定をされてお
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り、これを踏まえ来年度からの実施を要望したということであります。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。地球温暖化対策のための税のイメージというこ

とでございますが、課税によるＣＯ2 排出抑制に加え、課税により確保した税収を地球温暖

化対策に使うことで、ＣＯ2 排出抑制への二重の効果を得ることをその目的とするというこ

とが、導入目的であります。 

 その下の図でありますけれども、提案の具体的なイメージということであります。右側の

緑の部分が今回提案をさせていただいております地球温暖化対策のための税ということであ

ります。その内容としては、少し横に長い緑の部分でありますけれども、全化石燃料に対す

る輸入者、採取者段階でのＣＯ2 排出量に応じた課税であります。それと少し上の部分でご

ざいますけれども、ガソリンに対する現在のＣＯ2 抑制効果を最低限維持する観点等からの

製造業者の段階での上乗せ課税ということであります。この２つからなるというイメージで

あります。 

 ３ページ目を御覧いただきたいと思います。制度の骨子についてということであります。

基本的な考え方であります。先ほどの図で御説明をしましたとおり、ＣＯ2 排出量に応じた

全化石燃料への課税に加え、ガソリンへの上乗せ課税の提案をしているということでありま

す。なお、税の名称については税制改正法等に規定している地球温暖化対策のための税とい

う仮置きでの要望としており、最終的な税目については税制調査会で御議論をいただきたく

思います。 

 資料の４ページでございます。「２．全化石燃料への課税」についてということでありま

す。課税の具体的仕組みについては、現行の石油石炭税と同様、広く化石燃料を対象に輸入

者、採取者の段階で課税することとし、軽減措置についても現行石油石炭税において、政策

上の必要から減免が認められているものがあります。これらについては同様の措置を取ると

いうことを提案しております。 

 使途についてでありますが、昨年の議論では国民、納税者の理解を得るために全額温暖化

対策に充てる仕組みとすべきという意見を多くいただきました。このことを踏まえて、全化

石燃料への課税分については、省エネ設備の導入といった効果がわかりやすい対策が多く、

相当額のまとまったニーズがあるということで、エネルギー期限のＣＯ2 削減対策に全額充

てるということにしております。 

 税率につきましては、現行の石油石炭税に加え、全化石燃料にＣＯ2 排出量に応じた負担

を求めるということにしておりますが、その具体的な税率水準についてはエネルギー起源Ｃ

Ｏ2の排出抑制に向けた財源、ＣＯ2排出抑制効果、国際的な税負担のバランスを勘案し、今

後、具体的な提案をさせていただきたいと考えております。 

 「３．ガソリンへの上乗せ課税」についてであります。課税の内容については、現行のガ

ソリン税に係る当分の間の税率について、そのＣＯ2 排出抑制効果を税制上明確に位置付け

る。そして、現在の抑制効果を最低限維持するという観点から、税の名称を変えつつ、現行

負担水準を維持する。これを提案しております。 
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 使途については、昨年と同様、地球温暖化対策の歳出・減税に優先的に充てることとして

おりますが、特定財源とはしないということとしております。 

 ５ページを御覧いただきたいと思います。地球温暖化対策のための税の本来の目的である

抑制効果、財源効果を通じた温暖化対策、国民経済、国民生活へのプラス面について、十分

に理解を得るまで行かなかったという昨年末の反省を踏まえ、全化石燃料への課税部分につ

いて、使途をより明確にしています。具体的には、特に温室効果ガス排出量の昨年の進捗が

遅れている民生部門の日々の暮らしのエコ化や低炭素な地域づくりなどに充てていきたいと

いうことを５ページのところに書かせていただております。 

 ６ページであります。「地球温暖化対策のための税の効果について」でございます。平成

20 年 11 月に中央環境審議会の専門委員会において、低率の課税でもその税収が環境税に使

われれば、大きな削減が見込まれるとされております。また、ガソリン税等の当分の間の税

率を維持した場合、それを廃止したときに比較し、2020 年時点で１％、約 1,200 万トンのＣ

Ｏ2排出量の増加を抑えることができるとも試算をされております。 

 参考資料にも付けておりますとおり、ガソリンへの課税水準はＥＵ主要諸国と比較して低

いところ、環境省としては、現在の抑制効果を最低限維持する観点から、税の名称を変えつ

つ、現行水準を維持することを要望しております。 

 温室効果ガスの削減、低炭素社会の実現は世界の潮流であります。地球温暖化対策のため

の税は広く経済社会にこの低炭素社会構築に向けた経済的インセンティブを与えるものであ

り、その一日も早い実現はそれだけ後の世代の負担を少なくすると考えております。実現に

向けて御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○五十嵐財務副大臣 

 続いて、田嶋政務官、お願いします。 

○田嶋経済産業大臣政務官 

 経済産業省の田嶋要です。お手元の経済産業省の資料を御覧ください。タイトルは「地球

温暖化対策のための化石燃料課税の強化について」でございます。 

 １ページ目にお移りください。ページに載ってございませんけれども、背景でございます

が、２点ございます。石油石炭税の課税強化の背景でございますが、若干環境省と重なりま

すけれども、平成 23 年度実施に向けて成案を得るという昨年の税制改正大綱の中の地球温暖

化対策のための税に関しての成案を得るという記述。所得税法でも一部改正法で同じことが

決定いたしておるという点が１つの背景。 

 もう一つの背景は、１ページ目の一番上の部分の記述でございますが、本年６月の新たな

エネルギー基本計画を閣議決定してございまして、その中で特に温暖化対策、温室効果ガス

の９割を占めるエネルギー起源ＣＯ２を 2030 年に 90 年比で 30％もしくはそれ以上削減する

という見通しを盛り込んだところでございます。このような中で、エネルギー起源ＣＯ２削

減対策を抜本的に強化することは不可欠であると考えてございます。 

 しかしながら、納税者である産業界が今、円高などの厳しい事業環境にあるのは、もう言
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うまでもございません。そういう中での課税強化は大変厳しいものがございますけれども、

地球温暖化対策を抜本的に強化することは内閣としての最重要課題の１つでございますので、

今年度、今年は経済産業省といたしましても、申し上げました課税強化を要望させていただ

いたところでございます。 

 ２ページ目にお移りいただければと思います。課税強化に当たっての基本的な考え方は３

点でございます。まず、上の四角の３つ目の○でございますが、エネルギー起源の二酸化炭

素の削減対策の強化という観点から、化石燃料ごとの炭素排出量に応じての税率を引き上げ

るということでございます。 

 ２点目は、緑の四角の部分でございますが、税収は納税者の納得感の観点から、エネルギ

ー起源二酸化炭素の排出抑制に資する対策に確実に充当する必要があると考えてございます

ので、エネルギー対策特会の枠組みを利用したいということでございます。 

 ３点目、具体的な引上げの幅でございますけれども、右下のオレンジの枠でございますが、

産業界の国際競争力や国民生活への影響を勘案する必要があるということだと思います。産

業界の声でございますけれども、石油石炭税は上流課税でございますので、一義的にはエネ

ルギー事業者及びエネルギーを消費する事業者、すなわち産業界に負担を強いるものである。

特に国際競争にさらされる我が国製造業の中には、鉄鋼、化学、紙パルプなど石炭の自家発

電を行っているところも多く、課税強化は国際競争力に直結いたします。 

 したがいまして、課税強化を行うに当たっては、４点申し上げます。まず第１に額のこと

でございますが、今の引上げ幅のところでございますが、過度な負担とならない規模としな

ければいけない。具体的には国内投資の抑制、更には工場の海外移転や雇用の流出を招かな

いような配慮が必要であるということでございます。 

 ２点目はその使途でございます。これも繰り返しになりますけれども、産業界に更に負担

を強いて徴収するということでございますので、その徴収された税はエネルギー起源のＣＯ

２排出抑制対策にしっかりと充当されていくことが保障される仕組みとする必要があるとい

うことで特会ということでございます。緑の四角の部分でございます。 

 ３点目は、原料用途の石油石炭等の部分でございますが、これは２ページ目の一番上の四

角の４つ目の○のところを御覧いただきたいと思います。原料用途の石油石炭等につきまし

て、非課税措置または恒久的な租税特別措置を講じることも産業界の理解を得るために重要

なポイントであると考えてございます。 

 ４点目でございますけれども、化石燃料が国民生活や経済活動に不可欠なエネルギー源で

あり、そこへの課税が大きな負担を強いるものであるため、課税強化の余地にはおのずと限

界がございます。そういう中で、課税そのものによるＣＯ２の抑制効果は極めて限定的でご

ざいます。税収をエネルギー起源ＣＯ２抑制対策として活用しなければ、地球温暖化対策の

ための税としての意味をなさなくなりますので、税収を一般財源化したり、あるいは他の税

の引下げ財源とするといった形では、国民や事業者を含め納税者の納得は得られないと考え

てございます。 
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 以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 それでは、逢坂政務官、お願いします。 

○逢坂総務大臣政務官 

 それでは、私の方から説明をさせていただきます。お手元の「資料（環境関連税制〔地方

税〕）」を御覧ください。 

 １ページ目でございますけれども、22 年度税制改正大綱、第３章「④ 地方環境税の検討」

という項目におきまして、地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組

みを進めること。ＣＯ２の排出を抑制するためには、地方税においても、環境への負荷に応

じた措置を行うことが必要であること。地方公共団体は様々な分野で多くの事業を実施して

おり、地方の役割を踏まえ、地球温暖化対策のための税を検討する場合には、地方の財源を

確保する仕組みが不可欠ですと記載されております。 

 更に第４章におきましては、国税・地方税共通の検討事項として、地球温暖化対策のため

の税については、今回、当分の間として措置される税率の見直しも含め、平成 23 年度実施に

向けた成案を得るべく、更に検討を進めますとの記載がございます。 

 ４ページは地球温暖化対策に係る国と地方の基本的役割でございますけれども、20 年度に

閣議決定された京都議定書目標達成計画で、国と地方それぞれの基本的役割が明記されてお

り、地方団体は地域の特性に応じた対策を実施することとされているところでございます。 

 ５ページ、現在、国会に提出されている地球温暖化対策基本法案の 30 条におきまして、国

は地方公共団体が地球温暖化対策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとするという規定が盛り込まれてございます。 

 更に６・７ページでございますけれども、地球温暖化対策の地方公共団体と国の予算の状

況でございます。６ページは平成 22 年度の地方団体の地球温暖化対策に関連した予算額でご

ざいまして、約１兆 6,400 億円となってございます。 

 ７ページは国の温暖化対策についての予算額で、約１兆 1,000 億円となってございます。

このような国と地方の役割を踏まえまして、地球温暖化対策のための税が創設される場合に

は、地方の創意工夫を活かせる地方の税財源を明確な形で確保することが必要であると思わ

れます。 

 更に８～10ページでございますけれども、これは地方団体からの意見でございます。先日、

10 月 28 日の地方団体との意見交換におきましても、地方３団体から地方税財源の確保につ

いて大変強い意見が出ていたということについて御留意をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございました。それでは、御意見、御質問をいただくのですが、党の方におい

て小委員会で御検討いただいていると思いますので、まだ結論は出ていないかなとも思いま

すが、中野先生の方からもし党の方の御意見がありましたら先にお伺いしたいと思います。 
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○中野民主党税制改正ＰＴ座長 

 できれば実は今日、ＰＴの役員会で報告していただこうかとは思っておったのであります

が、先般来の法人税減税のための財源の議論など、いろいろ幾つかのことでハレーションが

あったり誤解もあったりいたしまして、詰めていかなければならないこと、また説明してい

かなければならないことが若干発生いたしております。それらのことも考え合わせまして、

まとめを来週早々ぐらいまで延ばさせていただきたいということが今日、小委員長からの報

告でございました。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。それでは、そのほかの皆さん。 

池口副大臣、どうぞ。 

○池口国土交通副大臣 

 何点か指摘をしたいんですが、環境省の案ですと、トータルとして自動車ユーザーには増

税となりますが、増税ということを選択していいのかどうかという点については十分議論し

なければいけないと思います。 

 ２点目に、私は暫定税率というのはある意味道路を整備するためにつくった税ですから、

課税根拠は失っていると思います。その暫定税率を維持する理由として、今回環境省が持ち

出したのは、税率を維持することでＣＯ２の排出を抑えるんだということを根拠にしていま

すが、自動車ユーザーだけに税率を高くして使用を制限するということでいいのかどうか。

それ以外のところでももし排出を抑えるのであれば、自動車ユーザー以外も税率を高くしな

ければいけないという事実になるのではないかというのが２点目の論点です。 

 環境省ですと、ヨーロッパとの税制の違いも言っていますが、税制というのは世界中いろ

んな観点で違いがありますから、一部だけの税をとらえてヨーロッパに合わせるんだという

のが根拠として成り立つのかどうか。あえて言えば、車体課税はヨーロッパに比べて日本は

高いというところをどう考慮されるのかというのが３点目です。 

 ４点目の地方環境税については、中身の説明がないのでわかりませんけれども、どちらか

といえば地方に対する税源移譲の色合いが強いのではないかと考えております。 

 以上です。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。そのほかにございませんでしょうか。 

 小宮山副大臣、どうぞ。 

○小宮山厚生労働副大臣 

 私は今、専門外ですけれども、ちょうど最初に民主党が他党に先駆けて環境税をつくった

ときのＮＣの環境でございまして、当時の経産でいらした池口さんと自動車諸税などの見直

しもしながら、是非環境税の導入を早くすればするほど、そのアナウンスメント効果も含め

て低い税率からスタートできるということを話していたのが、もう７～８年も前になってし

まいましたので、これは去年の税制改正大綱で言ったとおり、是非今年は成案をしっかり得
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てほしい。 

そのときに今お話にあった自動車諸税の見直しとか、多くの方に公平感を持ってもらえる

ような課税の仕組みを工夫する必要があると思いますし、これはヨーロッパの国などを見ま

すと、その財源で年金に充てたりとか様々なものに充てているケースがありますけれども、

これはＣＯ２の削減を目指していくというところに重点を置いてやる方がいい。御承知のよ

うに、本来でしたら半分に減らさないと今の地球の環境が維持できないわけですから、鳩山

さんが掲げた目標が高過ぎるとかいろいろ予算委員会でも議論になっていますけれども、や

はり 25％というのは決して高いものではないので、そうしたことも含めてこの環境税は、是

非多くの方が納得いただける知恵を出して党からも御意見をいただいて、今年しっかりとま

とめきる必要があるなと思っております。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。今、小宮山副大臣が言われた元の民主党の案は参考にしたいと思

います。 

 それでは、先に篠原副大臣、どうぞ。 

○篠原農林水産副大臣 

 使途の関係ですけれども、ＣＯ２を出す方を抑えるという税収を地球温暖化対策に使うと

環境省のペーパーの２ページに書いてあります。ただ、それを見てずっといくと、５ページ

になると限定され過ぎているような気がするんです。経済産業省の方ももっぱら一生懸命省

エネとかＣＯ２の排出を抑制した方ばかりに使うのだというのがありますけれども、原点に

立ち返っていただきたいんです。ＣＯ２の削減約束、鳩山さんの 25％のもありますけれども、

オリジナルのもので言うと、日本が削減約束した３分の２の 3.8％は森林が吸収する。税は

グット減税、バット課税でして、ここからが大事なんですけれども、環境と言うと環境のと

ころだけやるというのはしみったれていると思っているんです。環境税を通じていろんなこ

とに使う。 

 話が長くなって恐縮ですけれども、今、ＴＰＰがあります。地方を何とか、農業を何とか

しなければいけないというときに、農業者は戸別所得補償をやっています。ふるさと納税と

いうのがあります。これはみんな地方に対する施しみたいな感じなんです。だけれども、こ

れではよくないので、例えば環境に名を借りて地方に所得が移転するようなことを考えてい

ただかなければいけないんです。だから、森林面積に応じてお金が地方に行くようなことを

考えてもいいのではないかと思う。 

 ですから、このエネルギー起源のＣＯ２排出抑制対策に全額を充てるというのは、どこま

であれされているのかわかりませんけれども、経済産業省のペーパーで言うと再生可能エネ

ルギーの普及とかというのがあります。そういうのだったら森林ということでバイオマス等

の再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策とか、木材利用の拡大対策とか、そういったも

っと広いところに設けていただいて、環境は環境の中でやっていったら皆さんここのところ

ではカーボンニュートラルと言っていますけれども、環境税ニュートラルだったら何の意味
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もないので、環境税を地方の振興政策に使うとかというのは片山総務大臣にも御意見を伺い

たいんですけれども、そういうことをやっていただかないといけないのではないかと思うん

です。いかかでしょうか。 

○五十嵐財務副大臣 

 片山大臣、どうぞ。 

○片山総務大臣 

 もう篠原さんのおっしゃるとおりで、環境というのをどう考えるかですけれども、森林と

か木質バイオマスだとか、自然エネルギーだとか、そういうのは十分環境対策になると思う

んです。そうなると、恐らくおっしゃるように、それを使うときには地方の方へ黙っていて

も傾斜的に配分されるでしょうから、お恵みではなくてポジティブな形の地方対策となると

思います。そこは政策判断だと思います。 

○五十嵐財務副大臣 

 逢坂さん、補足をしてください。 

○逢坂総務大臣政務官 

 先ほどの私の説明に若干補足をいたしますと、御提案ではエネルギー特会を活用するとい

うことになっているわけですが、先ほども私が言わせていただきましたとおり、自治体が相

当環境対策をしていることを踏まえて、エネルギー特会で一括して管理することの是非はこ

れからの論点になるのかなと思っております。 

 もう一つが、お示しいただいたイメージ図でございますけれども、ガソリン税ということ

が書かれているわけですが、地方税として重要な軽油引取税も 8,000 億超あるわけでござい

まして、この視点もどうするかということもこれから大事になっていくと思います。 

 以上でございます。 

○五十嵐財務副大臣 

 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

 今日はまず第１ラウンドでございますので、この辺にさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○五十嵐財務副大臣 

 それでは、委員の皆様、神野先生、中里先生、本日は長時間にわたり、誠にありがとうご

ざいました。次回の 11 月 11 日木曜日の「税制調査会」は、個人所得課税のうち、金融証券

税制、資産課税、法人課税等について審議を行います。 

 本日の会議は以上で終わります。誠にありがとうございました。 

なお、傍聴されている記者の皆さんに申し上げますが、記者会見は間もなくこの場所で行

います。会見に参加されない方は速やかに退室をお願いいたします。 

 本日は散会いたします。ありがとうございました。 

［閉会］ 
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（注）  

本議事録は、毎回の審議後速やかな公表に努め、限られた時間内にとりまとめるため、

速記録に基づき、内閣府、財務省及び総務省において作成した資料です。  

 内容には正確を期していますが、事後の修正の可能性があることをご承知おきください。 


